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令和元年度普通交付税等の交付決定額について  

 

 

令和元年度の普通交付税等の交付額が７月２３日（火）に閣議報告され、山梨県分については

次のとおり決定されました。 

 

◎ 実質交付税（普通交付税＋臨時財政対策債）              （単位：千円、％） 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １４５，２８３，４４２ １４６，８６５，４１７ △１，５８１，９７５ △１．１ △３．５ 

市町村分 ９３，６０７，６１２ ９５，６０４，４２２ △１，９９６，８１０ △２．１ △２．３ 

計 ２３８，８９１，０５４ ２４２，４６９，８３９ △３，５７８，７８５ △１．５ △３．０ 

 

普通交付税     

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １２９，１５２，７８３ １２６，７２３，４０７ ２，４２９，３７６ ＋１．９ ＋０．４ 

市町村分 ８２，４９０，２８９ ８２，２０６，５８２ ２８３，７０７ ＋０．３ ＋１．８ 

計 ２１１，６４３，０７２ ２０８，９２９，９８９ ２，７１３，０８３ ＋１．３ ＋１．１ 

 

    臨時財政対策債 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

 県  分 １６，１３０，６５９ ２０，１４２，０１０ △４，０１１，３５１ △１９．９ △１８．３ 

市町村分 １１，１１７，３２３ １３，３９７，８４０ △２，２８０，５１７ △１７．０ △１８．３ 

計 ２７，２４７，９８２ ３３，５３９，８５０ △６，２９１，８６８ △１８．８ △１８．３ 

   

  

 

◎  地方特例交付金                                           （単位：千円、％） 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 ４７８，２２３ ３４８，６４９ １２９，５７４ ＋３７．２ ＋３３．５ 

市町村分 ６７９，１１２ ５２２，９８３ １５６，１２９ ＋２９．９ ＋２６．４ 

計 １，１５７，３３５ ８７１，６３２ ２８５，７０３ ＋３２．８ ＋２８．９ 
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Ⅰ 県 分 

 

令和元年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、人口と面積を基本として算定する包

括算定経費の減などがあるものの、新直轄高速道路に係る補正の創設による道路橋りょう費（道路の

延長）の増などにより増加している一方で、収入の面では、実質法人二税や地方消費税が増加したこ

となどから、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質交付税額は、平成３０年度より     

１５億８２百万円（１．１％）減少し、１，４５２億８３百万円となった。  

このうち、普通交付税は１，２９１億５３百万円（１．９％の増）となり、臨時財政対策債は 

１６１億３１百万円（１９．９％の減）となった。 

 

１ 普通交付税  

交付決定額は１，２９１億５３百万円で、平成３０年度に比べ２４億２９百万円、１.９％の増となった。 

○ 増加理由  

・ 基準財政需要額  

人口と面積を基本として算定する包括算定経費の減などがあるものの、新直轄高速道路に係る補

正の創設による道路橋りょう費（道路の延長）の増などがあり、臨時財政対策債振替前で 

１ ８ 億４５百万円、０．８％の増となった。 

 

・ 基準財政収入額 

実質法人二税や地方消費税が増加したことなどから、３４億４０百万円、３．９％の増となった。 

普通交付税額の決定方法 

普通交付税額＝基準財政需要額（臨時財政対策債振替前）－臨時財政対策債相当額 

－基準財政収入額 

     基準財政需要額＝単位費用×測定単位（人口等）×補正係数 

      基準財政収入額＝税収入の見込額×７５％ 

 

 ２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は１６１億３１百万円で、国の地方財政計画において発行額を抑制することとされた

ことにより、平成３０年度に比べて４０億１１百万円、１９．９％の減となった。 

 

３ 地方特例交付金  

  個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の実施に伴い、地方団体の減収分

を補塡するため交付されるもののほか、今年度から新たに自動車税の環境性能割の臨時的軽減による地方

団体の減収を補塡するため交付されるものが加わったことにより、今年度は４億７８百万円で、平成３０

年度に比べ１億３０百万円、３７．２％の増となった。 
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Ⅱ 市町村分 

 

令和元年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、人口と面積を基本として算定する包

括算定経費の減や、合併団体の合併算定替の段階的縮減額が多くなったことなどによる減少等があっ

たことに加え、収入の面では、市町村民税所得割が増加したことなどから、普通交付税と臨時財政対

策債を合わせた実質交付税額は、平成３０年度より１９億９７百万円（２．１％）減少し、９３６億

８百万円となった。 

（別添資料１・２） 

このうち、普通交付税は、８２４億９０百万円（０．３％の増）となり、臨時財政対策債は１１１

億１７百万円（１７．０％の減）となった。 

また、普通交付税が配分されない不交付団体は、平成３０年度に引き続き、昭和町、忍野村及び山

中湖村であった。 

 

１ 普通交付税 

 交付決定額は８２４億９０百万円で、平成３０年度に比べ２億８４百万円、０．３％の増となった。 

 

○ 増加理由  

 

・ 基準財政需要額  

人口と面積を基本として算定する包括算定経費の減や、合併団体の合併算定替の段階的縮減額が

多くなったことによる減少等があり、臨時財政対策債振替前の基準財政需要額が、交付団体の合計

額で２億８０百万円、０．１％の減となった一方で、臨時財政対策債への振替額が減少したことか

ら、臨時財政対策債振替後の基準財政需要額は２０億１百万円、１．１％の増となった。 

 

・ 基準財政収入額 

市町村民税所得割が増加したことなどから、交付団体の合計額で１６億４６百万円、１．７％の

増となった。 
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○ 不交付団体 

町 村 名 理    由 期   間 

昭和町 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和59年度から36年連続 

忍野村 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和60年度～平成4年度 

平成8年度～平成14年度 

平成16年度～平成21年度 

平成24年度～令和元年度 

山中湖村 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和49、50年度 

昭和61年度～平成21年度 

平成23年度～令和元年度 

※全国では１都８５市町村が不交付団体（平成３０年度当初は１都７７市町村） 

 

２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は１１１億１７百万円で、国の地方財政計画において発行額を抑制することとされた

ことにより、平成３０年度に比べ２２億８１百万円、１７．０％の減となった。 

 

３ 地方特例交付金 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の実施に伴い、地方団体の減収分

を補塡するため交付されるもののほか、今年度から新たに自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境

性能割の臨時的軽減による地方団体の減収を補塡するため交付されるものが加わったことにより、今年

度は６億７９百万円で、平成３０年度に比べ１億５６百万円、２９．９％の増となった。 

   

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

県  分 
総務部財政課資金管理担当 依田 
℡ 内線 2166   直通 223-1384 

市町村分 
総務部市町村課税政担当  名執 
℡ 内線 2481   直通 223-1426 

 


